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議会運営委員会 
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出席議会事務局職員 

事 務 局 長 髙 久   修 議 事 課 長 相 馬 和 男 

議事課長補佐 
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

  ３．協議事項 

   ⑴ホームページにおける住所の記載について 

   ⑵事務事業評価について 

   ⑶委員会審査のあり方について 

   ⑷その他 

  ４．その他 

    次回開催 １月１５日（月）午前１０時～ ３０３会議室 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○中里委員長 皆さん、おはようございます。 

  これより議会運営委員会を開催したいと思いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎挨拶 

○中里委員長 すみません、私だけ今日、ちょっと

マイクを偉そうに使わせていただいております。

去年はコロナにかかり、今年はインフルエンザか

かり、治ったところなんですけれども、喉だけが

いかんせんまだ調子悪くて、声が張れないもんで

すから、ちょっと今日、理恵ちゃんに特別に、特

別にマイクを用意させていただきました。 

〔「じゃ、昨日大変だったんじゃない」と

言う人あり〕 

○中里委員長 パソコンの操作だけで、伸彦さんが

しっかり…… 

〔「よかったです」と言う人あり〕 

○中里委員長 してくださいました。ありがとうご

ざいました。 

〔「助かりました。ありがとうございま

す」と言う人あり〕 

○中里委員長 ということで、すみません、今日ち

ょっと声が張ってやることできないんですけれど

も、忌憚のない皆さんからの御意見いただければ

というふうに思っておりますので、よろしくお願

いしたいというふうに思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○中里委員長 それでは、早速３番の協議事項に入

りたいと思います。 

  ⑴ホームページにおける住所の表記についてで

ございます。 

  まず最初に、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 それでは、すみません、資料

のほう、ただいま配信いたします。 

  じゃ、ホームページにおける住所の表記につい

てということで、こちら、内容としましては、事

務局からちょっと御提案させていただければと思

っての議題となります。 

  まず、趣旨ということで、こちら、今年ですね、

令和５年９月15日の総務省の通知ということで、

「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の

実現に向けた各議会における取組について」とい

うことで、国のほうとしては、やはり議員の成り

手不足、そういったものに配慮するために、通知

のほうを出されたというふうなものになります。 

  こちらの黄色の記載にあるとおり。議会のホー

ムページ上で住所を公表しております。その中で

も、やはり個人情報への配慮が必要との指摘から、

住所全体ではなく、一部を公表とすることや、選

択できるようにすること、公表できる連絡先の住

所として、自宅ではなく、事務所や議会事務局等

を選択できるようにすることなども考えられると

いうふうな、あくまで各議会の取組として決めて

いいんですけれども、こんなことも検討してはど

うかというような通知の内容となります。 

  ２番目の住所表記の検討の必要性ということで、

新聞等々などでいろいろなちょっと事例なんかも

ありましたので、参考に載せさせていただきまし

た。 

  まず、こちら、読売新聞につきましては、内閣
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府で2021年に調査した中では、ハラスメントを受

けた割合というのが42.3％あるというようなこと

から、上智大学の教授なんかでは、やはり自宅住

所の公開を不安に思う女性議員も少なくないんで

はないかと。その代わりに、事務所を公表したり、

あとは電話番号とかを書いたりとか、そういうふ

うに分けて、そういったことを考えてはどうかな

というふうな御意見を指摘しております。 

  また、一方で、これ、下野新聞なんですけれど

も、2021年に鎌倉市議会で、やはり一部を、町名

までとするというふうなルールで運用したそうで

す。しかしながら、議員の１人が、逆に番地まで

を希望する場合は、住所全体を載せられるように

したいと。してはどうかというふうな申入れをし

たと。というのも、郵便物がどうしても町名まで

で届かないと。その先分からないで届かないとい

うふうなことがあったことから、全部を載せるよ

うな、個人の選択にしてくださいという申入れが

あったというような事例があるようです。 

  現在の状況ということで、一番下御覧いただけ

ればと思います。 

  こちら、議員紹介のホームページになりますけ

れども、こちら、右にありますとおり、御住所、

郵便番号、電話番号、また生年月日、こちら全て

公開しているというような現状となってございま

す。 

  続きまして、次のページ御覧ください。 

  一番上の他市の状況ということで、本市を含め、

全て表示をしているところというのは、現在、９

市になります。残り、下にあります足利、小山、

矢板、佐野、こちらにつきましては、本人の希望

で表示するというふうな取扱いを行っているよう

です。 

  下の小山市の例、ちょっと御覧いただければと

思います。 

  こちら、御住所のところに「本人の希望により

非公開」というような表記をしている。本人の希

望なので、議員さん全員がこのような取扱いをし

ているわけじゃなくて、一部の人は非公開として

いる。一部の人は、例えばですけれども、町名ま

で載せるよというふうな、極端な話、ばらばら、

いろいろ混在しているというような取扱いを行っ

ているのが小山市という状況です。 

  一番下の論点ということで、住所表記の在り方、

本市としてどこまで表示していくのか。例えば、

一度表示しないといった、そういった取扱いをや

るのかというようなものの検討。そして、もし削

る場合ですけれども、どこまで表示するのか、そ

ういったところを御議論、御意見いただければと

思っております。 

  以上です。 

○中里委員長 説明ありがとうございました。 

  先ほど事務局から説明があったとおり、総務省

から公表する連絡先の住所について、総務省から

の通知がございました。 

  本市については、今現在、どういう状況かとい

うと、基本的には住所は全て表示しているという

ふうな状況でございます。 

  ただ、本市の市議会のホームページで、議会紹

介のほうを見ていただければ分かるように、林美

幸議員だけ大字までの表示にしております。いろ

いろちょっと事情がございまして、こちら、議長

から特別にということで、今現在、そういうふう

になっております。 

  今後、那須塩原市議会としても、こういったハ

ラスメントであったりとか、そういったことを防

ぐためにも、どういうふうな住所表記の在り方を

考えていくかというところをちょっと皆さんに御

議論いただきたいというふうに思っております。 

  論点といたしましては、住所表記の在り方、こ
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ちらについて、皆さんから一通り御意見いただき

たいと思います。 

  一人一人御意見いただいて、いわゆる本人の希

望どおりでもいいのではないかとか、そういった

ことがあれば、どこまで表記するのか、こういっ

たところまで今日ちょっと御議論いただきたいな

というふうに思っております。 

  これについては、個人情報であったり、個人的

な身の危険であったりとか、犯罪であったりとか、

そういうことにも使われますので、会派という考

え方ではなく、議員個人としての御意見をいただ

ければなというふうに思っております。 

  では、益子議員のほうから、まず住所表記の在

り方については、今、現状どういうふうに思われ

ているのか御意見いただけますか。 

○益子委員 私、今説明、事務局と委員長のほうか

ら説明ありましたとおり、総務省の対応というこ

とで、各地方自治体に応じて、実情に応じて多分

検討してほしいということで、総務省のほうでは

多分通知が出ていると思うんですが、それに鑑み

まして、私たち議員というのは、公人であるとと

もに、やはり様々な今、嫌がらせですとか、例え

ば女性に限らず、付きまといですとか、そういっ

た被害を受けている議員さんも各地にいらっしゃ

るという報道を皆さんも目にされていると思うん

ですが、そういう観点もあります。 

  それで、今、事務局のほうからも説明があった

とおり、他市議会、町議会、村議会においても、

様々な対応ということで、先ほど説明あった小山

市さんなんかにおいては、本人の希望というふう

な話もあったと思います。 

  そういった観点も含めて、やはり今後、住所の

一部ですとか、場合によっては議会事務局に応じ

て、その住所をそこにとどめていただいて、郵便

物などの対応をされるとか、やはりどうしても本

当に市民の方々がどうしてもこの議員さんにお願

いしたい、陳情したい、請願したいという部分で

あろうかと思いますので、そういうことも含める

と、やはり私は議会事務局さんのほうに、一回事

務局のほうに行って、そこから書類なりがちゃん

と議員さんに届くように、場合によっては、やっ

ぱり一方的な手紙の発送であったりとか、やはり、

ああ、これはちょっと我々じゃどうしようもない

よねという通知を各議員の皆さんも頂いている部

分あろうかと思うんですが、私も多分に漏れず、

やはりそういう経験がありますので、そういった

ものとか、あと、繰り返しになりますけれども、

これからの時代を考えるときに、やはり議員の成

り手不足、その成り手の門戸を開くという意味で

も、そういった観点をちょっと考えてはいいので

ないかなと私は考えております。 

  以上です。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  中村委員、お願いいたします。 

○中村委員 最近というか、やっぱり１年を振り返

ってみますと、自分が全然見たこともないような

団体とか個人名でいろいろな案内状が来たり、い

ろいろな通知が来る機会が増えたということを私

はひしひしと感じております。 

  その中で、事故に関するようなことはなかった

んですが、やはりこういうふうにして公開してい

るから、来ているのかなっていう感じはしました。 

  こういうホームページを見ていただければ、皆

さんが私の住所を知って、それでいろいろな何か

を、通知をくれるのかなというふうにいいほうへ

理解をしていたわけですが、その中で、私どもの

会派の林美幸さんの意見もあったりしますと、そ

ういうものを相談を受けると。やはりそういう住

所関連は選んで、いろいろな通知を出したり、い

ろいろな対応をする方がいるんだなという、いろ
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いろな方がいるということも実際に分かったわけ

で、そうしますと、やはり今言ったように、益子

議員が言われましたように、住所は議会事務局の

ほうで全部というふうな考えも１つの手かなとい

う気はいたします。 

  ですから、開かれた議会、開かれた議員として、

個人情報のものを公表するということは、堂々と

今までやってきたつもりではいたんですが、時代

の流れとともに、そういうことが発生しかねない

ものですから、そういったものも加味した中で議

論していかなきゃいけないということに感じます

んで、そういうふうにしてやっていくのも１つの

手じゃないかと思っております。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  森本委員、いかがでしょうか。 

○森本委員 個人的に何か弊害があったということ

はないですけれども、皆さんの議論の中で、どう

したほうがいいのかなというのが決まればいいん

じゃないかと思っております。 

  以上です。 

○中里委員長 相馬委員、いかがでしょうか。 

○相馬委員 今まで考えたこともなかったようだっ

たので、ただ、議員の中にも、住所があることで、

何かあったような意見もありましたので、特定で

きない程度がいいのかなという感じはしました。 

  以上です。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  星委員、いかがでしょうか。 

○星委員 益子委員と中村委員の意見と同じで、や

っぱり女性という立場からすると、これからまた

選挙があって、女性の候補者なんかも出ると思う

んですが、公開するということに物すごく抵抗を

感じる方もいらっしゃると思うんで、そこはハー

ドル下げたほうがいいのかなっていうところでは、

非公開でいいのではないかなとは思います。 

  あと、個人的につながりのある人は、連絡先な

りいろいろとできると思いますので、あとはやっ

ぱり連絡先は確保するっていう意味では、事務局

に、連絡先は事務局のほうにっていうことと、あ

と郵便物に関しても、例えば事務局のあのポスト、

事務局に届くようにして、ポストの中に入れてお

いてもらう。個人の議員のレターケースの中に入

れておけるような形にすればいいのかなと思いま

すし、あとはＳＮＳ持っている方もいらっしゃる

んで、フェイスブックとか、あとはメッセンジャ

ーとか、フォロワーとか、Ｘとか、様々あると思

うので、そちらで意見交換などはできるのかなと

は思いますので、一応これ、公のホームページに

出る部分に関しては、連絡先は事務局としていい

のではないかと思います。 

  以上です。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  平山委員、いかがでしょうか。 

○平山委員 中村委員と一緒で、いろいろな文書が

来ます。私の場合は無視して、大事なやつもある

かもしれない。大体無視していますけれども、電

話もいろいろな電話がかかってきますね。だから、

その辺を含めると、開かれた議会というと、何も

載せないというわけにいかないし、全く消すのも

ちょっとおかしいかなという気がするので、ただ、

事務局が負担が増えるような感じするんですけれ

ども、その辺がね、全部事務局にお願いするのも

どうかなと思うので、いずれにしても、あまり公

表はしなくちゃならないということであれば、最

小限のやつを利用したほうがいいのかなと。あま

り特定しないとかというふうな扱いにしたほうが

いいんじゃないかと思うんですけれどもね。 

  必要最小限のみ載せて。強いて言うと、事務局

で可能なら、何でもかんでも事務局というのは楽

なんだけれども、負担がいろいろ出るので、やっ
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ぱりあと自己責任。いろいろなやつが、恐らく肯

定のだけだと思うんですけれども、ふだんのぐら

いの郵便物には影響ないと思うんですけれども、

その辺で結論を出して、本当は最小限でいいなと

思うんだけれども、どうしてもというときは、事

務局というか、ホームページに電話も公表すると

いうことであれば、そういう形しかないのかなと。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

○星委員 すみません、あと言い忘れました。 

○中里委員長 星委員、どうぞ。 

○星委員 フェイスブックとか、自分の、議員個人

のホームページ持っている方は、そのアドレスを

入れてあげればいいのかなと思います。 

  以上です。 

○中里委員長 鈴木副委員長は。 

○鈴木副委員長 議員になったときに言われたんで

すけれども、議員は公人であると。やはり個人の

守秘のやつはないんだと。全部オープンにしろと

言われていたんですよね。だから、私はそれを最

初に言われたので、それからもう10年以上たって、

弊害出ていることも承知していますけれども、自

分も同じです。中村さんとかみんなと同じように、

同じようなものが届く。確かに面倒くさいな。こ

れ、要らないものが届いてとか、嫌な電話が、ま

あいいやというか、そういうものも届きましたけ

れども、そういうのも含めて社会なので、それが

嫌なら議員も辞め、何か議員としてはそういうこ

とも受け止めるべきかなという考え方あるので、

どうしても本当に問題が起きて困っているという

人は、それを控えてもいいかなと思いますが、要

は、基本的にはもうそれを受け止めて、公開の方

向がいいかなとは思います。 

  ただ、私、ホームページにはアドレスは載せて

ないんですよ。これはなぜかというと、選挙のと

きに、アドレス載っけた方には何か余計なメール

がどんどん来て、１日に100通も来るようになっ

たので、私、それで載せてない。かつ、そのアド

レスは捨てました。20年ぐらい使っていたアドレ

スを私はやめました。それが何かで引っかかっち

ゃうと、こういうもの来るんで、ただ、自分で要

するに防衛策を考えたというやり方で対応してき

ました。 

  これは私個人の意見です。 

○中里委員長 皆さん、それぞれの立場で御意見い

ただきました。 

  住所表記に関しては、皆さん、大方、ほとんど

の方が、全て表記するのはやめてもいいんじゃな

いかといったような御意見でした。 

  議会運営委員会としては、今後そういった方向

でちょっと考えていきたいというふうに思います。 

  星委員が言うように、私も同様に身の危険を感

じるという経験がなくはなく、やはりございまし

た。やはり議員である前に、まずは一個人として、

人間ですので、身の危険を感じるというのは、や

っぱりよくないのかなというふうにも思いますの

で、なお、これからいろいろな多様性といった中

で、いろいろな方に議員になっていただきたいと

か、そういった中では、こういったことも話して

いかなければならないのかなというふうに思って

おります。 

  それで、論点１の住所表記の在り方としては、

皆さん先ほど御意見いただいたように、今後は全

てを、何番地まで表記するのではなく、どこまで

表記するのかを考えたほうがいいということに収

まりましたので、ここで論点２のほうに移りたい

と思います。 

  では、どこまで表記するのか。例えば、那須塩

原市のですね、那須塩原市、僕であれば西三島ま

で入れるのか、西三島６丁目までで終わりにする

のかとか、そういうことをちょっと皆さんに御議
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論いただきたいなというふうに思います。 

  あるいは、あとは本人の希望で、全議員がそう

いうふうにするわけではなく、議員として公人だ

から、全て表記すべきだという考え方の方に関し

ては、表記するやり方もあるでしょうし、そうじ

ゃない方にとっては、例えばさっき言ったように、

那須塩原市西三島までとか、西三島何丁目までと

か、そういったところにとどめるとか、こういっ

たところをちょっと具体的に皆さんから御意見い

ただきたいというふうに思います。 

  それでは、すみません、益子委員から御意見い

ただければというふうに思います。 

○益子委員 今、委員長からお尋ねあった件なんで

すけれども、やはり私も番地までは入れる必要な

くて、例えば住所、例えば先ほど委員長のお話を

お借りすると、那須塩原市西三島だけでとどめて、

番地までは公表しなくてもいいのではないかと考

えます。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  中村委員、いかがでしょうか。 

○中村委員 そんなもので結構です。 

○中里委員長 森本委員、いかがでしょうか。 

○森本委員 いいと思います。 

  これはどうなんだ。みんな共通にしたほうがい

いのかなと思うんですけれども、もし皆さんがそ

れでいいと言うならば、できれば本当はみんな共

通のほうがいいのかなというふうには思いますけ

れども、今のそこまででもいいのかなとは思いま

す。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  相馬委員、いかがでしょうか。 

○相馬委員 僕は一緒でいいと思います。 

○中里委員長 星委員はいかがでしょうか。 

○星委員 いいと思います。 

○中里委員長 はい。 

○平山委員 同じくいいと思います。 

○中里委員長 ああ、そうですか。ありがとうござ

います。 

  じゃ、鈴木委員、いかがでしょうか。 

○鈴木副委員長 皆さんがいいと思うなら、いいと

思います。 

○中里委員長 分かりました。 

  じゃ、表記するか、表記、基本的には本人の希

望といった中で…… 

〔「本人の希望なの」と言う人あり〕 

○中里委員長 うん。 

  ただ、議員の中でも、全住所を表記すべきだと

いう考え方の方もいらっしゃる…… 

〔「自由にということだね」と言う人あ

り〕 

○中里委員長 はい。 

〔「自由に」と言う人あり〕 

○中里委員長 はい。 

  そういった意味では、そういうふうにされても

いいのかなとは思っているんです。議員はこうあ

るべきだというふうな考え方なので、ちょっと実

名はちょっと出しませんけれども、そういう考え

方の方もいらっしゃいます。 

  ただ、やはり身の危険を感じたり、そういった

経験をされている方には、本人の希望で、いわゆ

る大字まで、那須塩原市西三島までとか、こうい

った大字、大字でいいんですよね、これね。 

〔「大字」と言う人あり〕 

○中里委員長 大字までの表記とするような形、こ

ういった形で取れればというふうに思いますが、

皆さんいかがでしょうか。 

〔「異議ありません」と言う人あり〕 

○平山委員 じゃないと、個人の自由だと最初に言

っちゃうと、ここで決めた意味がないですよね。

基本は大字までということでやったほうがいいん
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じゃないですか。あとは個別でそれを聞けば。そ

ういうことで決まりましたと。 

  自由ですと言ったら、自由になっちゃうでしょ

う。議論する必要ないものね。 

○ 森本委員 自由を認めるかどうかという、認め

るという形で、基本はこうですと。大字と。そう

やって言ってもらったほうが…… 

○星委員 要は、大字までの表記で統一するのか、

全部番地まで入れたいっていう人が、希望する人

は入れてもいいですよというので、もうみんなの

意見が一致しましたということですよ。 

  選択制にするということでいいんですよね。 

〔「はい、そうです」と言う人あり〕 

○平山委員 私は統一のほうがいいかなと思ったん

だけれどもね。 

○長岡議事調査係長 先ほど他市の状況ということ

で、本人の希望で４市ありますよとお話をさせて

いただいたんですけれども、じゃ実際ほかの市で

はどのような運用をされているかというお話なん

ですけれども、本人の希望ということで、全部表

示しない、もちろんこの小山市のような人もいま

す。 

  あとは、矢板市の人だったと思うんですけれど

も、アパート名までは載せるけれども、何号室の

ところだけは載せないよという人。 

  あとは、やっぱり先ほどの何々町まで載せると

いう人、やっぱりこの４市では、それぞれの本人

の希望で、どこまで載せるかというのを決めてい

ただいているというのが現状かなというふうな現

状でした。 

○中里委員長 じゃ、そうすると、全部本人の希望

というふうに…… 

○森本委員 ちょっといいですか。 

○中里委員長 森本委員。 

○森本委員 これ、例えば小山の例を見ても、何か

私、「希望により非公表」というのもすごく違和

感があります。 

  それと、これ、書く人、書かない人、書き方が

違う人がいた場合に、「何であんた書かないの」

とか、「何であんた、それ全部書いているの。個

人情報についてどう考えているの」とか、そうい

う批判の対象になりやすくなると思うんですよ、

どっちにしても。 

  全部書いていると、「あんた、個人情報をどう

考えているのよ」というような批判を受ける。書

かないでいると、「何でみんな書いてのに、あん

ただけ書いてないの」とか、「議員としてどう考

えている、そこは」とかと言われる、攻撃を受け

る可能性がある。だから、私さっき言ったのは、

できれば共通にしたほうがいいと言ったのはそこ

なんですよ。 

  いわゆるそういう被害を受けている人がいいん

だったら、大字まででいいんじゃないのっていう

ふうに、それは、だって我々、それ、公表したり

とか、伝えたりとか、周りに自分はどこに住んで

いて、お声をお寄せくださいというのは、皆さん

議員活動して、それぞれやっているわけだし、市

政報告所を出したりとか、市政報告会をやったり

とか、それとか講演会活動とかの中でも伝えたり

とか、そういうのでやればいいだけであって、ホ

ームページは大字までで統一でいいんじゃないの

って私は思っています。 

〔「ああ、大字で」と言う人あり〕 

○中里委員長 今の森本委員の御意見に対して、皆

さんいかがでしょうか。 

  益子委員。 

○益子委員 私も森本委員と同じで、なぜその話を、

大字までという話をしたかといいますと、やはり

他市のホームページの公開なども見ました。そう

すると、全てではないですけれども、やはり大字
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までで止めているところというのは最近増えてお

ります。 

  やはり森本委員おっしゃるように、議会として

取り組むのであれば、やはりみんなで１つの方向

性で大字までで止めて、加えて言いますと、先ほ

どなぜ事務局の住所にする、もしするんだったら、

そういう可能性もあるということをお話ししたか

というと、万が一、そういった何かの付きまとい

とか、何か嫌がらせとか、そういった身の危険を

感じるような被害があったときに、一々我々が説

明するより、そういうのを間に、議会の職員の方

には迷惑かけてしまうかもしれないんですけれど

も、そういったことを入れることによって、内容

をちゃんと、ああ、こういうことがあって、この

いきさつがあったんだなというのをつぶさにやは

り共通認識として持ってもらいたいなと思ったも

んですから、そういった発言をした。 

  併せて申しますと、やはり議会としては、１つ

の方向性で大字までで止めて、あくまでも個人の

活動については、それ以外のところで自分の住所

を公表してくださいということで、ホームページ

上は統一でよろしいかと思います。 

○中里委員長 そのほか、森本委員の御意見に対し

て皆さんから御意見ございますか。 

  相馬委員、どうぞ。 

○相馬委員 私も統一したほうがいいんじゃないか

なというふうに思います。 

  そういう事例がもう出ているということであれ

ば、やっぱり番地までは表示しなくても、それを、

議会としてそれを決めてやったほうがいいんでは

ないかなというふうに、自由ですというやり方も

あるかと思うんですけれども、取りあえず議会と

しては、基本的にはというんで、イレギュラーの

部分も認めますよというんではなくて、もう大字

までというふうに、議会はこういうふうに決めて

いますよとなれば、そのほうが…… 

〔「すっきりする」と言う人あり〕 

○相馬委員 うん。統一したほうがいいんではない

かなというふうに思いますけれども。 

○中里委員長 はい、分かりました。 

  そのほか。 

  星委員、どうぞ。 

○星委員 同じ意見です。 

○中里委員長 そのほか。 

〔発言する人なし〕 

○中里委員長 今、じゃ自由にするという形ではな

くて、那須塩原市議会としては大字までの表記に

統一するということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  今回、皆さんから御意見をいただいて、まとま

ることができましたので…… 

○星委員 すみません、あともう一つ、電話番号は

どうしますか。 

○中里委員長 電話番号なんですけれども、この話

をいただいたときに、事務局と私と副委員長で検

討しました。 

  電話番号まで、実際これ、伏せてしまうという

ことになってくると、例えば議会事務局のほうに

問合せが来てしまうということになります。 

  じゃ、議会事務局ではお取次ぎしてくださいよ

といった問合せが来たときに、どこの誰だか分か

らないと。議会事務局の職員さんが、例えば星さ

んに取り次いだときに、何か犯罪につながってし

まったといったときには、これは議会事務局の責

任にもなってしまうと。そういうことになってし

まうので、直接来られるような住所表記であると

か、直接コンタクトを取ってこられるようなもの

じゃなければ、電話番号は残しておいたほうがい

いのかなというふうに思いまして、あえて今回は
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電話番号は検討にはのせませんでした。 

○星委員 すみません、さっき最初の説明のときに、

事務局が電話を受けてという話があったので、あ

あ、そうなのかなと思って、すみません、 

  じゃ、そのまま表記ということですね。 

○中里委員長 はい。 

  住所については、大字までの表記で、那須塩原

市議会は統一ということにさせていただきたいと

いうふうに思います。 

  それで、次回の１月18日の全協で、このことに

ついては全議員に報告するような形を取りたいと

思いますので、よろしくお願いしたいというふう

に思います。 

  では、⑴については閉じたいと思います。 

  続きまして、⑵事務事業評価についてでござい

ます。 

  こちらも、最初、事務局より説明のほうをお願

いいたします。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 では、資料のほうを配信をさ

せていただきました。 

  今年度の事務事業ということで、じゃちょっと

御覧いただきたい、28のほう。 

  １番、ナンバー１から12、こちら、目標値と、

そしてそれの実績値ということで、実施できたも

の、そしてできていないもの、またアンケートの

結果、共通理解を深めると、こういったふうな判

断をしてあったもののそれぞれの表記をさせてい

ただきました。 

  まずは、こちらの取組内容については、今の認

識がこれで合っているかどうかというのを御確認

をいただければなというふうに思っております。 

  また、次にＰＤＣＡのほうはまた御説明させて

いただきたいと思います。まずこれで御意見のほ

うあれば、いただきたいなと思います。 

○中里委員長 まずこの点で御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○中里委員長 すみません、ここまでは私と副委員

長で確認をしております。それの前提としてでご

ざいますけれども、もしなければ。 

  じゃ、事務局。 

○長岡議事調査係長 すみません。今回、ナンバー

15、大学校とのパートナーシップ連携実施という

ことでちょっと書かせていただいたんですけれど

も、今回、シン・那須塩原さんのほうで取組があ

ったかと思って、こちら、実施というふうに書か

せていただいております。 

  今後、その評価をしていくに当たって、どのよ

うな取組があったのかというのも、もしかしたら

皆さんに教えていただけると、今度評価のときに、

またやっぱりやってない。どれぐらいの割合かみ

たいなところというのは出てくるのかなってちょ

っと思いまして、もし教えていただければ、あり

がたいなと思っているんですけれども。 

○中里委員長 いかがでしょうか。 

  そちらから大丈夫ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 じゃ、担当している相馬議員のほう

から…… 

○相馬委員 会派での取組についてということです

ね。 

  会派での活動でということですので、基本的に

は議会活動と議員活動、会派の活動は議員活動で

すよと言われる中で、パートナーシップ協定の項

目に議員活動も含むというふうになっていたんで、

我々は宇都宮共和大学とのパートナーシップ協定

を結んだ中での協議会として、２点ほどやってご

ざいました。 

  １つは、多文化共生による地域づくりというこ

とで、宇都宮共和大学の留学生の皆さんと意見交
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換会を行って、日本の社会で外国人のそういった

立場で様々な意見をいただいて、取りまとめをい

たしました。 

  もう一点は、那須塩原駅東口の活性化という、

旧東那須塩原商店街の活性化をどのようにという

ことで、協議をこれから実は進めるんですが、23

日に住宅ローンの、今、都市計画のほうの先生が

ちょっと今年いなくなってしまったので、今担当

していただいているのは住宅ローンの先生に担当

していただいて、そこのゼミの学生さんと、まず

午前中フィールドワークをやって現状を見ていた

だいて、午後意見交換会をするということで、取

りあえず今年度はそこまでの予定にしております。 

  計画としては、来年度も、この都市計画論とい

うところの先生は来年度就任されるというふうに

聞いておりますので、そこに引き継いでではいか

がでしょうかというふうに大学のほうから言われ

ているので、そういったところで今、その２点に

ついては進めているという状況です。 

  以上です。 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  じゃ、事務局、いいですね。 

○長岡議事調査係長 ありがとうございます。すみ

ません。 

○中里委員長 じゃ、なければＰＤＣＡ……、星委

員。 

○星委員 すみません、会派で実施をしているとい

うことで、今、お話を受かったところではあるん

ですが、これ、例えばＰＤＣＡサイクル、会派で、

今年どういうふうに取りまとめるのかちょっと分

からないんですけれども、前回は全員にも聞いた

と思うんですね。全員にというか、どれが優先順

位かというのを全員にアンケートを取ってやった

と思うんですけれども、今回どういうふうに取り

まとめていくのか分からないんですけれども、ま

た見直しというか、評価はしていきますよね、Ｐ

ＤＣＡサイクルの。 

  そのときに、このパートナーシップ協定につい

ては、必ず項目には入ってきますよね。会派さん

でやっているのは分かりました。これを、じゃど

う評価するのかと言われたときに、ちょっと私た

ちは評価できないんですよ、やってないので。や

っていることはすごくすばらしいことだなとは思

うんですけれども、ここ、どのように取り扱って

いったらいいのかなというのは、ちょっと困っち

ゃったなというのは正直あります。 

  なので、私たちは会派ではやっていませんので、

ここに関しては、当然やってないにもなるし、評

価的に言えばＤになっちゃうと思うんですよ。 

  果たして、じゃそれでいいのか。もちろんパー

トナーシップ協定の中では、要は相馬さんが説明

してくれたとおりだと思うんですけれども、会派

の活動も議会活動だというふうに…… 

〔「議員活動」と言う人あり〕 

○星委員 ああ、議員活動か、議員活動。 

○相馬委員 議員活動の中でやっているので… 

。 

○星委員 でも、どう、ここね。ここにこうやって

載っかっていると、やっぱり協議の場には、どう

ですかって言われているようなもんなので。 

○相馬委員 もともとこれ、スタートは、議会基本

条例の検証というところからスタートしていって

います。そこに、議会基本条例の中には、議員の

活動原則、議会の活動原則と委員会の活動原則、

そして会派の活動原則というふうに分かれていた

はずなんです。その会派の活動原則の中に、云々

かんぬんで、政策の立案、政策提案までは行かな

いよという、それができているかできてないかと

いう検証の結果と、それから、その政策形成サイ

クルの中に大学校とのパートナーシップ計画とい



－12－ 

うことで、政策形成サイクルの中には、今、委員

会活動、広報委員会からの活動、それから議員個

人の活動、会派の活動というふうに、右側、左側

に分かれていたと思うんですけれども、その右側

の政策研究会、会派政策研究会、個人、その中で

大学等とのパートナーシップ協定に基づく研究会

ということが含まれて、全体の政策形成サイクル

の中にそれは含まれているものだったんだという

認識はしているんで、その中で会派で行っている

ものなんですけれども、それを取組実行計画の中

のこの項目に入れるか入れないかについては、皆

さんの判断ということになってくるんだろうと思

って、まだ、それが、じゃ政策提言で、政策立案

までは行けるかどうかというのは当然分からない

状態ではいるので、ただ、一応全体の政策形成サ

イクルの中には会派の活動というのは入っている

というのが現状です。 

  なので、それをどう評価していくというのは、

また皆さんで御論議いただいてということになろ

うかと思います。 

○森本委員 ただ、政策形成サイクルって、右側に

個人とか、会派とかであったりとか、あとグルー

プ組んでとかってあって、それが政策検討委員会

になって、それから全体会をやって、そうすれば

議員活動から議会活動に変わるという、それが当

時やった。 

  それで、今、うちらがやっているのって、まる

きり議員活動で、政策検討委員会もつくってない

し、全体会にかけているわけでもないんですね。

うちらの会派の中であくまでやっていることなん

で、ちょっとそぐわないかと。○星委員 そこが

政策形成サイクルにのせようとしているその前段

階の準備段階だっていう考え方…… 

○森本委員 うちは５人でやっていて、それで皆さ

ん、どうですか、一緒にやりませんかというふう

な提案ができるかどうかは、まだこれを研究して

いく中で、それができるかどうかはまだ分からな

い状態…… 

○星委員 状態なんだ。 

○森本委員 ですよね。 

○星委員 じゃ、それがまとまってきたら、どうで

すかっていうふうに考えているっていうこと…… 

○森本委員 こういう政策をやりましょうとか、こ

んな条例つくりましょうとか、そこでもし何か生

まれてきたら、そのときには、議員提案型の、議

員提案で条例策定するとかという話になっていく

んであれば、そのときは政策検討委員会を立ち上

げて、全体会にかけて、皆さん一緒にやりましょ

うという提案をする可能性は…… 

○星委員 ある。 

○森本委員 ある。ただ、今現状は、そこまではま

だ行っていない。 

○星委員 そこまで行ったときに、初めてここにの

るものだと…… 

〔発言する人あり〕 

○星委員 ただ、大学、去年、齊藤委員長と一緒に

協定、そのパートナーシップ協定のその場に行か

せていただいたときには、このパートナーシップ

協定については、議会全体で、例えば常任委員会

だったりとか、議会全体でもいいと思うんですけ

れども、その中でちょっと課題点が見つかったと

きに、じゃ、このパートナーシップ協定を使って、

使ってじゃないけれども、連携して、大学にも意

見も聞きたいし、こちらももちろん学生向けでな

きゃいけないので、何かしらのところでのその連

携っていうふうに使われるものだなって考えてい

たので、ただ、それが使い切れてないというのも

現状あったのはあったんですけれども、そういう

意味では、会派のほうで連携協定を結んで、何も

ないじゃんと言われるよりは、会派のほうでそう
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やって交流いただけているというのは、つながっ

ているというのは、ありがたいことなのかなと思

ったんですが。 

○相馬委員 もともと最初のパートナーシップ協定

というのを研究して、パートナーシップ協定やり

ましょうかということで、そのあれを決めたとき

には、議会活動としてやろうということだったん

ですけれども、今年の３月、最後の議運で、要は

議員活動、会派の活動でもそれができますよとい

うふうに、これ、どうでしたっけ。これ、要望で

したっけ。 

〔「はい、増やした」と言う人あり〕 

○相馬委員 それを増やしたんだと思います。今年

の３月にそれを増やしたということになっている

ので、一応このパートナーシップ協定に基づく活

動というのは、これ、何だっけな。要綱じゃなく

て、何かになったんですよね。 

○長岡議事調査係長 はい。相手方との協定書の中

では、ごめんなさい。 

○中里委員長 はい、事務局。 

○長岡議事調査係長 先ほど相馬議員おっしゃられ

たように、協定書の中で、議会活動だけではなく

て、その委員活動の部分も含めてパートナーシッ

プにしましょうというような、たしか拡大をした

経緯があったと思います。 

○相馬委員 そうだった。今年３月だった。 

○星委員 そこ、抜けていました。すみません、失

礼しました。 

○中里委員長 そういうことであれば、鈴木副委員

長、それから事務局とこの辺の在り方というか、

捉え方、これをちょっと見直ししまして、改めて

皆さんのほうにサイボウズなり、そういうことで

お知らせしたいというふうに思います。よろしい

でしょうか。 

〔「結構です」と言う人あり〕 

○中里委員長 では、次のＰＤＣＡサイクルシート

ですね、事務局、お願いします。 

  事務局。 

○長岡議事調査係長 では、すみません。じゃ、こ

ちら、資料を今、お送りします。いったでしょう

か。 

  こちら、令和５年度の事務事業評価ということ

で、先ほど審議にもおっしゃっていただきました

各事業の評価を今年度中に行わなければならない

ということになります。 

  こちらのＰＤＣＡサイクルのところ、毎年見て、

何かまた中身はそんな形かと思うんですけれども、

こちらのほうの評価を会派ごとにしていただきま

して、また来年度、議会としての総合的な評価と

いうのを検討するというような段取りとなります。 

〔発言する人あり〕 

○長岡議事調査係長 はい。 

  まずこちら、まずは会派のほうで御報告いただ

くことになります。 

  その記入する場所なんですけれども、こちら、

例えば取組ナンバー１、市民アンケートの設定、

活用方法等の検討、右上ですね。一番上に取組ナ

ンバー、最初のページ、最初のページですね。ペ

ージ番号が打ってないから、ちょっと説明が分か

らないですけれども、３ページになります。 

  こちら御覧いただきまして、まず右上、取組ナ

ンバー１、市民アンケートの設定、活用方法等の

検討ということで、こちらも、プランのほうは、

当初の取組実行計画の内容。そしてブルーの今後、

具体的な取組内容というところまでは決まってお

ります。 

  その下、結果として、こちらについては、今年

度まだ実施はされていないということで、段階評

価、ここにもうＥというふうにもう入れちゃって

います。 
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〔「しようがないね」と言う人あり〕 

○長岡議事調査係長 はい。実施してないというこ

とで、この評価にならざるを得ないかなというこ

とで、ここはもう既に。 

  ただ、ほかのページのところを見ていただきま

すと、一部やったりとか、アンケートを行った。

そういったところの評価はどういうふうにつけて

いくか。この段階評価をまずはつけていただく。 

  そして、下にありますチェックですね。こちら、

検証ということで、ここまでやって、どういうふ

うな効果があったか。そして、それについての課

題は何か。 

  そして、左側にあります改善。今後、次年度以

降、どのような改善、また方向で進んでいくのか、

そういったところをそれぞれの会派のほうで御記

入いただきまして、御報告いただければと考えて

おります。 

  事務局としては、ちょっと大変年末のお忙しい

時期かとは思うんですけれども、来年度、この取

組の検討、議会全体の検討をするために、今年中

に御報告をいただければなという…… 

〔「今年中」「12月まで」「今年中」「今

年でしょう」「残り」「来年度、令和６

年度にやるということ」と言う人あり〕 

○長岡議事調査係長 これですね、今年、令和５年

度の取組についてのまずこの評価をする。来年の

３月中までに令和６年度の取組を決める…… 

〔発言する人あり〕 

○長岡議事調査係長 そうです。まず今年度の評価

をしないと、来年度の取組が決められないという

ことで、ちょっと大変忙しいんですけれども…… 

〔発言する人あり〕 

○長岡議事調査係長 お願いできればと考えており

ます。 

  以上です。 

○中里委員長 どうぞどうぞ。 

○鈴木副委員長 これ、前は年度が終わってから評

価していたんだよね。そうすると混乱する。 

〔「ガチャガチャになっちゃう」と言う人

あり〕 

○鈴木副委員長 これを、ちょっと早いんだけれど

も、今言ったパターンにしましょう。これ、前回

も課題になっていたので、それを今回実施するよ

うな形になります。 

  しかも、皆さん、私はずっとやっていたんです

けれども、これを真剣に考えるのはいいんですけ

れども、そうすると、皆さん、悩みの種になるん

で、２週間ぐらい以内にさっと書けるぐらいのレ

ベルで、あまりこだわらないで書いたほうが、い

い、逆に言うと、すっきりとした答えになるんじ

ゃないかと思うんで。 

○星委員 いや、でももうちょっと、せめて12月…

… 

○中里委員長 星委員、どうぞ。 

○星委員 すみません。せめて12月時点ぐらいに一

言言っていただけるとありがたかった。 

  ちょっと議会などで、だって今日19だよ。年末

だってね、いろいろ…… 

○森本委員 みんな予定入っている。 

○星委員 みんな予定入っていると思うんですよね。

やれなくはないとは思うけれども…… 

〔発言する人あり〕 

○長岡議事調査係長 すみません、すごく急な御依

頼かなと思って、例えばなんですが、実際、事務

局、仕事始まりというのは１月４日…… 

○平山委員 ４日だよね。 

○長岡議事調査係長 はい。なので、１月５日とか、

５日あたりとか…… 

○森本委員 やらないことはない。１月５日ね。 

○星委員 それぞれのやっぱり会派でも、会派みん
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なが同じ予定が入っているわけではなくて、それ

ぞれにやっぱり予定が入っているところで、すり

合わせないといけないので、それが年末…… 

○森本委員 20日とか、とか、明日とか…… 

○平山委員 それぞれ会派でちょっとやって、まと

めればいい。多い会派は大変でしょうけれども。 

〔発言する人あり〕 

○中里委員長 今のＰＤＣＡサイクルの検証につい

ては…… 

○星委員 うち、代表がいなくなっちゃうんだけれ

ども、年末。 

○中里委員長 もう私の議員の前から、年末には評

価をして、年度末には次年度のＰＤＣＡサイクル

の取組を決めるという、そういうサイクルにそも

そも論としてやっていたというところで、事務方

は今、こういうタイミングでお願いすることにな

って申し訳ないというふうにお話はされていまし

たけれども、もともとそういうスケジュールで回

っておりました。 

  タイミングとしては、やはり12月定例会議中で

は、やっぱり集中できないだろうということで、

定例会議が終わったその後にちょっと出させてい

ただこうということで、こういうタイミングにな

ったという経緯でございます。 

  ですので、急に出されたというような、ちょっ

と…… 

○星委員 すみません、言い方間違えました。確か

にそうだ。言い方間違えたじゃないんですけれど

も、何というのかな。だから、いや、そのときに

できる、できないは別としても、せめて12月、要

は早めに出していただけると、あとはタイミング

は自分たちでも計ってできるので、これが急いで

やるのができるできないとかという、去年やって

いたと言われれば、私も何も言えないんですけれ

ども、もうちょっと早めに出していただけると、

日程の調整も取りやすかったなというだけです。 

  以上です。 

○森本委員 じゃ、やるっていうことね。 

○星委員 やりますよ。やりますけれども、ただ、

ごめんなさい。うち、代表いなくなっちゃうんで、

年末。ちょっとどうしようかなっていう…… 

〔発言する人あり〕 

○星委員 早めに言ってくれれば、議会開催中に休

会日もあったので、そういう日を利用してできた

かなっていう。 

〔発言する人あり〕 

○星委員 まあいいです。分かりました。すみませ

ん。 

  以上です。言いたいこと言いました。 

○中里委員長 じゃ、すみません、各会派の皆さん

にちょっと御足労かけますけれども…… 

〔「５日ね」と言う人あり〕 

○中里委員長 そうですね。１月５日までの提出と

いうことで、各会派にはお願いしたいと思います

けれども、またこれよろしいですかね。 

〔「いいんじゃないですか」と言う人あ

り〕 

○中里委員長 よろしいですか。 

  よろしいですか。 

  正副からのちょっと御提案なんですけれども、

こういった取組実行計画については、全議員で議

決をしているということがございます。こういっ

た検証も、会派だけではなくて、全議員からいた

だいたほうがいいのではないかということで、一

人会派の方にも、ＰＤＣＡのサイクルの記入の協

力をお願いしたいなというふうに考えております。 

  ただ、しかしながら、その取扱いについては、

会派とは違うくて、一人会派ですので、参考程度

といったような形の取扱いの中で、協力の依頼を

したいというふうに思っておりますが、皆さんい



－16－ 

かがでしょうか。 

〔「いいんじゃないですか」と言う人あ

り〕 

○中里委員長 いいですか。 

  じゃ、一人会派……、星委員、どうぞ。 

○星委員 一人会派の方に御意見いただくのは、も

う全然よくて、いいと思うんですけれども、よく

説明してあげないと分からないと思うんで、丁寧

な説明をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○中里委員長 捉え方はそうですね。まずは記入し

てもらう…… 

〔発言する人あり〕 

○中里委員長 じゃ、一人会派の方にも記入の依頼

をするということで、決まりました、ありがとう

ございます。 

  それでは、事務事業評価については閉じたいと

思いますが、よろしいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 それでは、⑶の委員会審査のあり方

についてということで、今日、こちらは議論では

ございませんで、頭出しだけでおしまいにしたい

というふうに思います。なので、今日はちょっと

資料はございません。私のほうから頭出しだけさ

せていただきたいというふうに思います。 

  先週の15日に、議員全員協議会のその他で、山

本議員をはじめ多くの議員から、委員会審査を議

場から委員会室で行うべきという意見ガございま

した。 

  また、委員会の中継は、こちらも続けるべきで

はないかといった御意見がございました。 

  また、12月の全協が終わった後、議会活性化特

別委員会では、委員会室における委員会の中継の

検討を始めていくというふうなことを伺っており

ます。 

  益子委員長、ちょっと特別委員会のそのときの

御議論の内容をちょっとここでお話しいただけれ

ばというふうに思いますが、よろしいですか。 

○益子委員 委員長から御指名ですので、お答えい

たします。 

  過日、12月12日において、第４委員会室で特別

委員会を開催いたしました。 

  協議事項の内容は、生成ＡＩの利用のガイドラ

インについてということであったんですが、その

後、その他の項目で、そういった議場の話にもな

りまして、中継の件、どうするという話になりま

した。 

  その中で、各委員から出た意見なんですが、委

員さんにおいては、やはり議場などで発言とかそ

ういった質疑などをすると、やはりやりづらいと

いう御意見と、あわせて、やはり開かれた議会と、

我々、モニターさんなどからも意見いただいてい

ると思うんですが、あと取組実行計画なんかにも

あると思うんですけれども、市民に分かりやすい

議場の中継ですとか、そういったものも含まれて

いるんじゃないかということで、そういった観点

からも、やっぱり研究が必要じゃないかという御

意見もございました。 

  これは議会のほうの予算にも絡むことですので、

早計には決められないということだったんですが、

いろいろな手法があって、例えばユーチューブと

か、様々なＳＮＳなどの環境も駆使していけば、

予算的なものも幾分抑えられるんじゃないか。ま

た、低額、場合によっては、活用することによっ

て、そんなお金の心配がなくできるんじゃないか

というような御意見も出ました。 

  そういったものも含めまして、じゃ今後どうし

ていきましょうという話になった中で、一応その

方向性というものを、全部なしというんじゃなく

て、あらゆる可能性があるので、一回、じゃ研究
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してみましょうかというふうなところで最終的に

は結論に至りました。 

  今後とも、どういった手法が可能なのかという

ものを、事務局含めて正副のほう、また委員各位

と情報共有と研究を進めていこうということで結

論まとまりました。そのような方向でございます。 

  以上です。 

○中里委員長 特別委員会のほうでは、じゃ検討を

始めていくという形ですね。 

  議運といたしましては、10月、11月に検討を行

っておりまして、中継を続ける必要性から、議場

での開催を継続することとなった経緯がございま

す。 

  そういった経緯がございますが、活性化の、先

ほど説明があったとおり、検討の報告をいただい

た後に、改めて議運として委員会審査の在り方の

検討を改めて考えていきたいと、こういうふうに

思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中里委員長 ありがとうございます。 

  では、⑶を閉じたいと思います。 

  その他、⑷のその他に移りたいと思います。 

  皆さんからその他として協議事項はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○中里委員長 なければ、事務局からございますか。 

  事務局。 

○室井主査 それでは、事務局から、来月、１月22

から24に実施されます行政視察について、ちょっ

と行程の一部変更がございましたので、その御報

告と、あとお知らせをさせていただきたいと思い

ます。 

  通知差し上げました行程表を御覧ください。 

  来月ですね、１月22日から24日、議会運営委員

会行政視察を行うこととなっております。 

  変更になりました行程としましては、２日目の

行程になるんですが、当初、２日目、岩倉市のほ

うを視察した後、東京まで戻ってくるという予定

を考えておりましたが、ちょっと旅行会社さんと

打合せをしまして、東京のホテルがちょっと物価

が上がっているということで、横浜のほうがちょ

っとお安く泊れるという御提案をいただきました

ので、宿泊地を横浜に変更させていただきました。 

  そのほかについては変更ございませんので、予

定どおり、22日発、24日着ということで御予定を

いただければと思っております。 

  また、一番上のところを見ていただければと思

うんですけれども、費用ということで書かせてい

ただきました。 

  議会運営委員会では、常任委員会での積立てを

行っておりませんので、皆様に当日、お１人２万

5,000円徴収させていただきたいと思いますので、

皆様御了解いただければと思います。 

  また、集合時間ですね。１月22日月曜日の午前

８時に那須塩原駅の待合室に御集合いただければ

と考えております。 

  詳しい通知とした形で、１月になりましたら改

めてお知らせをしたいと思うんですけれども、予

定が固まりましたので、先にお知らせさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○中里委員長 説明ありがとうございました。 

  宿泊地が、最初東京だったんですけれども、今、

横浜のほうがお安いということで、横浜に変更に

なりましたということでございます。 

  また、費用のほうなんですけれども、こちら、

食費とかそういったところでございます。最初に

２万5,000円というふうにちょっと書かせていた

だいたんですけれども、大丈夫ですか。足ります

か。 

  皆さん、最終的にはお返しするんですけれども、
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このときは皆さんたちにはちょっとまた改めて徴

収ということになってしまう。考え方によっては、

どうせ返すので、３万円でちょっと預けちゃって

もいいのかななんて思ったんですけれども、どう

ですか。 

○中村委員 いいんじゃないですか、釣りもらうの

の大変ですから。 

○中里委員長 そうですね。 

  じゃ、１人３万円徴収という形で…… 

○森本委員 ３万円にするの。 

○中里委員長 はい。３万円で…… 

○星委員 返すの大変だから、２万5,000円でいい

って思った…… 

○中里委員長 議長どうですか。副委員長どうです

か。３万円ぐらい。３万円、２万5,000円どっち。 

○山形議長 任せます。 

○中里委員長 じゃ、２万5,000円にしてもいいで

すよ。 

○鈴木副委員長 ３万円で。 

○中里委員長 すみません、じゃ３万円、お釣りが

ないように３万円という形で徴収させていただき

ます。そうすれば事務局もね、懐温かいままいけ

るので、じゃそのような形にしていきたいと思い

ます。 

  では、協議事項のその他は閉じたいと思います。 

  大きなその他に移ります。 

  大きなその他、事務局から何かございますか。 

  事務局長。 

○髙久事務局長 昨日サイボウズで流して、今日記

事に載ったところなんですが、那須高林産業団地

の県への要望、昨日行ってまいりました。正副議

長と２人の県議、関谷副議長と阿部県議同席して

いただきまして、知事に３時半から３時45分の日

程で会ってきたところです。 

  実は、市議会と県議会の日程がちょっといろい

ろ重なって、先月、全協で御承認いただいたのが、

昨日という形で、ちょっと期間が空いてしまった

んですが、議長のほうから要望書の説明をしてい

ただきまして、両県議から御意見を言っていただ

いたというところです。 

  今回の新聞記事に載っているとおりなんですが、

今後、今までも情報提供等は行ってきたという前

提の中で、今後も具体的な依頼というものがあれ

ば、県としても資料だったり、情報提供は行って

いきたいという知事の口からお話がございました

ので、前回話した、市議会として第一弾として、

やはり要望書につきましては、目的は昨日達成さ

れたのかなと思っています。 

  朝一で産業観光部と副市長さんにも報告をして

きましたので、今後、今８区画のうち４区画が損

害賠償が決まって、残り４区画ございますんで、

今、１社は協議中だというお話も聞いています。 

  全協でいきなり報告じゃなくて、その審議過程

とかというのも、ちょっと細かく議会にも報告し

てもらうように、ちょっと産観部とも調整して、

今まで以上に残りの４区画については、議員の皆

様にその過程であったり、状況というのが分かり

やすくなるよう、私のほうも産業観光部のほうに

調整をしてやってまいりたいと思います。 

  報告させていただきました。以上です。 

○中里委員長 星委員、どうぞ。 

○星委員 昨日、議長、副議長が提出していただい

たときの写真ってありますか。 

○髙久事務局長 ええ。実は、まず公表の関係で、

一応市議会のほうとして県に出す。要は、写真を

撮って、県政記者クラブに投げてやるとかとか、

大々的にやるか否かって、いろいろちょっと迷っ

たところがありまして、今回、前回も委員から県

との関係性を損なわないようにとか、いろいろ御

意見いただいたんで、今回は要望書だけ渡そうと
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いう形で行ったところなんです。公的に知事室に

記者とか誰もいないような状況で行いました。 

  なぜ下野に今日載ったのかというところなんで

すが、11月９日で全協で私が説明している際に、

下野だけ記者さんが残って、全協を見てくれてい

ました。下野は、取材努力の中で、全協まで記者

さん残ってくれているところが多かったんで、池

田支局長からも、いつ要望書を出すんだとか、い

ろいろ取材されておりまして、昨日の18日にやる

んだというのをついこの間お伝えして、下野新聞

だけには、取材努力の形で、今回記事をリークし

たというのがございます。 

  その中で、我々のほうも知事室の中での写真と

かというのは撮ってまいりましたんで、これは後

で星委員長とかにもちょっと御相談したいんだけ

れども、議会だよりにもぜひ載せさせていただき

たいなというところで、１月号はちょっと記事の

締めが…… 

○星委員 ちょっと…… 

○髙久事務局長 やはり２月号の中でちょっと御相

談をさせていただきたいと思って…… 

○星委員 そうですね。ぜひ載せたいと思ったので。 

○髙久事務局長 ぜひたよりに載せさせていただけ

ればと思います。 

○星委員 分かりました。 

  あと、すみません、もう一つ確認事項があるん

ですが、さっき言っていたＰＤＣＡサイクルの15

条の連携協定、大学とのパートナーシップの連携

協定に関してなんですけれども、これ、こちらの

事務事業評価の中にも入っているんですけれども、

これ、さっき中里委員長は、副委員長ともう一度

話し合って、来年度とかっていうこと、その取扱

いをどうするかというところをもう一度ちょっと。 

○中里委員長 議論をするのに皆さん困ると思いま

すので、先ほど議員活動、そういったことがあり

ましたので、改めて事務局と整理をして、その整

理をした結果のことをサイボウズで皆様にお送り

したいというふうに思います。御連絡、通達いた

したいというふうに思います。 

○星委員 それはいつ頃になりますか。ここ、１月、

要は年内中にやらなきゃいけないんですよね。 

○中里委員長 はい。 

○星委員 評価をしなきゃいけないんですよね、私

たち。 

○中里委員長 はい。 

○星委員 それ、ちょっと来年にサイボウズで送ら

れても評価できないんですけれども、どうしまし

ょうか。 

○中里委員長 事務局。 

○長岡議事調査係長 先ほどのお話で、まずパート

ナーシップ協定の中で、会派の活動、議員さんの

活動もパートナーシップの中に含めるよというふ

うなお話があったので、まず事務事業評価の対象

になるのではないかなというふうに考えておりま

す。 

  ただ…… 

○星委員 ここに書いちゃうと。 

○長岡議事調査係長 はい。 

  ただ、その評価をできるのって、実際やった方

しかできないんだと思うんです。だとすれば、実

施いただいた今回、シン・那須塩原さんのほう、

御報告をいただいて、それを議会全体の報告とし

ていいかどうかというのをまた確認していただく

という…… 

○星委員 じゃ、私たちは白紙でいいっていうこと

ね。 

○長岡議事調査係長 やってない方のほうは報告を

しないということでどうかなと思うんですけれど

も。 

○星委員 じゃ、何の評価もしないで、白紙でここ
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は出しても…… 

○長岡議事調査係長 はい。やってない会派につい

ては、報告はできない、評価できない…… 

○星委員 やらない、要は取組はできてなかったん

で、Ｅ評価、Ｄか…… 

○平山委員 いいですか。 

  繰り返しになるけれども、検討委員会とかつく

ったときの経緯で、最初、議員活動とか、会派と

いうのは議員活動になっちゃったんでしょう。議

員個人じゃなくて会派と。検討委員会までつくっ

たわけでしょう。そこへ、対策検討委員会ではそ

のその上に…… 

○森本委員 つくってない。 

○平山委員 つくってない。そこからいきなりでい

いの。それは…… 

○森本委員 いや、つくってない。 

○平山委員 それは、そういう決まりはなかったの。

政策提言を出すというの。ただ個人の意見でそれ

が出ると一緒になっちゃうじゃん。組織をつくっ

た意味がないんじゃないか。まだ今、埋めている

段階だから。 

○星委員 まだ下準備の段階。 

○長岡議事調査係長 こちらの政策形成サイクルで、

それは議員活動があって、それを今度、議会の全

体の取組として引き上げるという…… 

○平山委員 そうそう。 

○長岡議事調査係長 それを今度は議会全体で取り

上げるかって、たしか３段ぐらいあったと思うん

ですけれども、それはもちろん議会の今後のステ

ップとして、全体の提言とするまでには、そうい

った取組がありますよというのは、もちろん政策

形成サイクルの中身としてございます。 

  ただ、先ほどちょっとお話があったのは、パー

トナーシップ協定を共和大と結んだと。その中に

は、議会の活動だけではなくて、会派の活動につ

いても協定できますよというふうに含めた定義が

昨年あると。 

○星委員 そこは分かりました。 

○平山委員 分かった。じゃ、これで、これから出

てきたときは…… 

○長岡議事調査係長 パートナーシップ協定の中で

は、議会活動も含まれているという理解になるの

かなと思うんですけれども。 

○星委員 じゃ、今の言い方でいうと、こちらは、

じゃやってないけれども、議会活動として大きく

見て、じゃここはＡ評価をしてくださいねってい

うことになるっていうこと。ごめんなさい…… 

〔発言する人あり〕 

○長岡議事調査係長 先ほど説明させていただいた

のは、この評価をできるのは、やったところしか

評価できない。やったところの評価は出していた

だく。やってないところは評価できないんだから、

記載すらできないよねというような説明をさせて

いただいたところです。 

○星委員 じゃ、いいですね。分かりました。空欄

でね。はい、了解です。分かりました。 

○中里委員長 大丈夫ですかね。 

  では、次回の開催について。 

  事務局。 

○長岡議事調査係長 次回の開催なんですけれども、

１月15日月曜日の10時からを予定してございます。 

  これ、ちょっと次回、303と書いてあるんです

けれども、もしかしたら臨時会議のタイミングが

あります。臨時会議、まだやる、やらない全然な

いんですけれども、もしやる場合として、取りあ

えず303会議室を押さえてございますので、臨時

会議のときには、この303、臨時会議がない場合

には、またちょっと別なフロアということで御案

内させていただきますので、１月15日、10時から

御予定のほうをいただければと思います。 
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  以上です。 

○中里委員長 １月15日、10時から議会運営委員会

を開催したいと思いますので、お含みいただきま

すようよろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○中里委員長 それでは、議会運営委員会を閉じた

いと思います。お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１１時０８分 
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